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�愛媛県告示第６１２号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成２２年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，５７５円 １３，２５５円 ２０歳未満 ４，２３７円 １３，３７９円

２０歳以上２５歳未満 ５，１１５円 １３，２５５円 ２０歳以上２５歳未満 ５，０１９円 １３，３７９円

２５歳以上３０歳未満 ５，７７７円 １３，８３７円 ２５歳以上３０歳未満 ５，８５１円 １３，５９９円

３０歳以上３５歳未満 ６，３４９円 １６，７１２円 ３０歳以上３５歳未満 ６，５０４円 １６，５４９円
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３５歳以上４０歳未満 ６，８４４円 １９，４５４円 ３５歳以上４０歳未満 ６，９２０円 １９，７０３円

４０歳以上４５歳未満 ７，０８８円 ２２，３６２円 ４０歳以上４５歳未満 ７，２１７円 ２３，１４１円

４５歳以上５０歳未満 ７，０１６円 ２３，９１６円 ４５歳以上５０歳未満 ７，０９２円 ２４，５８１円

５０歳以上５５歳未満 ６，６１２円 ２４，９００円 ５０歳以上５５歳未満 ６，６００円 ２４，８３６円

５５歳以上６０歳未満 ５，９０６円 ２３，４９９円 ５５歳以上６０歳未満 ５，９６７円 ２３，４１１円

６０歳以上６５歳未満 ４，６３４円 ２０，３６４円 ６０歳以上６５歳未満 ４，６５０円 ２０，７５６円

６５歳以上７０歳未満 ４，０３０円 １４，４１９円 ６５歳以上７０歳未満 ４，０６０円 １５，２３０円

７０歳以上 ４，０３０円 １３，２５５円 ７０歳以上 ４，０６０円 １３，３７９円

�愛媛県告示第６１３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２第１項の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月

愛媛県告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、平

成２２年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額 介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０４，７３０円を超える

ときは、１０４，７３０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０４，９６０円を超える

ときは、１０４，９６０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５６，７９０

円以下であるときに

限る。）。

月額５６，７９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５６，９３０

円以下であるときに

限る。）。

月額５６，９３０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，３７０円を超える

ときは、５２，３７０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，４８０円を超える

ときは、５２，４８０円）

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３７６
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２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，４００

円以下であるときに

限る。）。

月額２８，４００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，４７０

円以下であるときに

限る。）。

月額２８，４７０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

�愛媛県告示第６１４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１００３８２ 社会福祉法人松山共生
会

松山市志津川町２０３番
地１ 中 野 治 雄 生活介護 ポッポ苑 松山市志津川町２０３番

地１
平成２２年
４月１日

３８１０１００３８２ 社会福祉法人松山共生
会

松山市志津川町２０３番
地１ 中 野 治 雄 就労移行支援 ポッポ苑 松山市志津川町２０３番

地１
平成２２年
４月１日

３８１０１００３８２ 社会福祉法人松山共生
会

松山市志津川町２０３番
地１ 中 野 治 雄 就労継続支援

Ｂ型 ポッポ苑 松山市志津川町２０３番
地１

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５１３ ＮＰＯ法人ＳＯＲＡ 松山市此花町７－１６上
田ビル２０１号 利 田 等 就労継続支援

Ｂ型 明星共同作業所 松山市小栗３丁目２－
１２

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５３９ ＮＰＯ法人ぴあ 松山市木屋町一丁目９
番地４ 佐 野 卓 志 就労継続支援

Ｂ型
ルーテル作業センター
ムゲン

松山市木屋町一丁目９
番地４

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５５４ 有限会社松山針灸接骨
院 松山市春日町１２番地５ 川 野 治 居宅介護 介護ステーションかす

が
松山市春日町１３番地１０
小田原ビル１０１

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５５４ 有限会社松山針灸接骨
院 松山市春日町１２番地５ 川 野 治 重度訪問介護 介護ステーションかす

が
松山市春日町１３番地１０
小田原ビル１０１

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５６２ 株式会社あいサポート 松山市山越５丁目９番
１ 秋 元 晃 就労継続支援

Ａ型 株式会社あいサポート 松山市山越５丁目９番
１

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５７０ 社会福祉法人泰斗福祉
会

松山市苞木甲２０２番地
１ 森 一 哉 就労継続支援

Ａ型 癒しの森治療院 松山市祝谷６丁目１２６４
－５

平成２２年
４月１日

３８１０１０１５７０ 社会福祉法人泰斗福祉
会

松山市苞木甲２０２番地
１ 森 一 哉 就労継続支援

Ｂ型 なないろ工房 松山市土手内１１４ 平成２２年
４月１日

３８１０２００３３１ 特定非営利活動法人麦
の穂

今治市玉川町摺木カハ
ラ甲６－４ 伊 敷 郁 美 生活介護 麦の穂 今治市玉川町摺木カハ

ラ甲６－４
平成２２年
４月１日

３８１０６０００６８ 社会福祉法人いしづち
会

西条市兎之山字上ノ向
甲３２２番地 西 村 孝 志 短期入所 短期入所西条福祉園 西条市丹原町高松甲１８

８７番地２
平成２２年
４月１日

３８１０６００２７４ 株式会社みらい 西条市喜多川１７３－１ 源 代 達 規 居宅介護 ケアサポートみらい 西条市喜多川１７３－１
藤田ビル１Ｆ西

平成２２年
４月１日

３８１０６００２７４ 株式会社みらい 西条市喜多川１７３－１ 源 代 達 規 重度訪問介護 ケアサポートみらい 西条市喜多川１７３－１
藤田ビル１Ｆ西

平成２２年
４月１日

３８１０６００２８２ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地５ 山 内 一 胤 就労継続支援
Ｂ型

指定就労継続支援Ｂ型
事業所東予希望の家つ
ばさ

西条市三芳１８３９番地５ 平成２２年
４月１日

３８１０６００２９０ 社会福祉法人いしづち
会

西条市兎之山字上ノ向
甲３２２番地 西 村 孝 志 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所西条福祉園

西条市丹原町高松甲１８
８７番地１

平成２２年
４月１日

３８１１００００８６ ＮＰＯ法人むつみ 伊予市灘町３５５－２２ 井 上 榮 就労継続支援
Ｂ型 ワークハウス睦美 伊予市灘町３５５－２２ 平成２２年

４月１日

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号
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�愛媛県告示第６１５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８１１３００２０５ 社会福祉法人光と風 四国中央市中之庄町４６
１番地 出 水 武 美 就労移行支援 障害福祉サービス事業

所ゆうゆう
四国中央市中之庄町４６
１番地

平成２２年
４月１日

３８１１３００２０５ 社会福祉法人光と風 四国中央市中之庄町４６
１番地 出 水 武 美 就労継続支援

Ｂ型
障害福祉サービス事業
所ゆうゆう

四国中央市中之庄町４６
１番地

平成２２年
４月１日

３８１３５１００４１ ＮＰＯ法人ころころ 松山市森松町１１１３番地
１ 丹 直 文 就労継続支援

Ａ型 多機能型事業所ひかり 伊予郡砥部町重光２３番
地３

平成２２年
４月１日

３８１３５１００４１ ＮＰＯ法人ころころ 松山市森松町１１１３番地
１ 丹 直 文 就労継続支援

Ｂ型 多機能型事業所ひかり 伊予郡砥部町重光２３番
地３

平成２２年
４月１日

３８２０１０１５４５ 特定非営利活動法人さ
なえ

松山市一番町１丁目１４
番地７ 小 川 純 人 共同生活介護 さなえコーラル福の音

共同生活介護事業所
松山市福音寺町１１３番
地１

平成２２年
４月１日

３８２０６００３０６ 社会福祉法人いしづち
会

西条市兎之山字上ノ向
甲３２２番地 西 村 孝 志 共同生活介護 西条福祉園ケアホーム 西条市丹原町高松甲１８

８６番地８
平成２２年
４月１日

３８１０１０１５８８ アキラ産業有限会社 今治市松本町五丁目２
－３ 田 坂 力 就労移行支援 ドリーム工房 松山市河野中須賀３２６

番地４
平成２２年
４月１６日

３８１０１０１５８８ アキラ産業有限会社 今治市松本町五丁目２
－３ 田 坂 力 就労継続支援

Ｂ型 ドリーム工房 松山市河野中須賀３２６
番地４

平成２２年
４月１６日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名
名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０１００４５７ 社会福祉法人親和
園

松山市中野町甲５８
９番地 五 島 昌 明 短期入所 久谷育成園 久谷短期入所事業

所
松山市中野町甲５８
９番地

平成２２年
４月１日

３８１０１００６７１
特定非営利活動法
人えひめ障害者ヘ
ルパーセンター

松山市紅葉町３番
４５号 金 村 厚 司 居宅介護 ひめヘルプ ひめヘルプ事業部

高砂事務所
松山市高砂町２丁
目３番地３梨々マ
ンション１階

平成２２年
４月１日

３８１０１００６７１
特定非営利活動法
人えひめ障害者ヘ
ルパーセンター

松山市紅葉町３番
４５号 金 村 厚 司 重度訪問介護 ひめヘルプ ひめヘルプ事業部

高砂事務所
松山市高砂町２丁
目３番地３梨々マ
ンション１階

平成２２年
４月１日

３８１０２００２０８ いよ路サービス有
限会社

今治市鯉池町１丁
目１番２２号 夏 目 登志子 居宅介護 有限会社いよ路サ

ービス いよ路サービス 今治市鯉池町１丁
目１番２２号

平成２２年
４月９日

３８１０２００２０８ いよ路サービス有
限会社

今治市鯉池町１丁
目１番２２号 夏 目 登志子 重度訪問介護 有限会社いよ路サ

ービス いよ路サービス 今治市鯉池町１丁
目１番２２号

平成２２年
４月９日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１０１２４０ 社会福祉法人親和
園

松山市中野町甲５８
９番地 五 島 昌 明 就労移行支援 ワークハウス久谷 松山市東方町２３４６

番地８５
松山市中野町甲５８
９

平成２２年
４月１日

３８１０１０１２４０ 社会福祉法人親和
園

松山市中野町甲５８
９番地 五 島 昌 明 就労継続支援

Ｂ型 ワークハウス久谷 松山市東方町２３４６
番地８５

松山市中野町甲５８
９

平成２２年
４月１日

３８２０１００２６５ 社会福祉法人風早
偕楽園

松山市下難波乙１４
５番地３４ 渡 部 宗 一 共同生活援助 グループホーム風

早
松山市浅海原甲５２
２

松山市下難波甲１２
６０－２

平成２２年
４月１日

３８２１４０００１１ 社会福祉法人西予
総合福祉会

西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 土 居 武 共同生活介護 夢の家 西予市宇和町下松

葉３０７－６
西予市宇和町上松
葉９０番地５

平成２２年
４月１日

３８２１４０００１１ 社会福祉法人西予
総合福祉会

西予市宇和町久枝
甲１４３４番地１ 土 居 武 共同生活援助 夢の家 西予市宇和町下松

葉３０７－６
西予市宇和町上松
葉９０番地５

平成２２年
４月１日

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３７８
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�愛媛県告示第６２０号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年５月２１日

�愛媛県告示第６１７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害者支援施設を指定した。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支援施設の指定の辞退があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定相談支援事業者から次のとおり指定相談支援を廃止した旨

の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所 入所定員

３８１０１０１５２１ 社会福祉法人親和園 松山市中野町甲５８９
番地 五 島 昌 明 生活介護 障害者支援施設久谷 松山市中野町甲５８９

番地 ６０ 平成２２年
４月１日

３８１０１０１５２１ 社会福祉法人親和園 松山市中野町甲５８９
番地 五 島 昌 明 施設入所支援 障害者支援施設久谷 松山市中野町甲５８９

番地 ６０ 平成２２年
４月１日

３８１０６０００６８ 社会福祉法人いしづ
ち会

西条市兎之山字上ノ
向甲３２２番地 西 村 孝 志 生活介護 障害者支援施設西条

福祉園
西条市丹原町高松甲
１８８７番地２ ４０ 平成２２年

４月１日

３８１０６０００６８ 社会福祉法人いしづ
ち会

西条市兎之山字上ノ
向甲３２２番地 西 村 孝 志 就労移行支援 障害者支援施設西条

福祉園
西条市丹原町高松甲
１８８７番地２ １０ 平成２２年

４月１日

３８１０６０００６８ 社会福祉法人いしづ
ち会

西条市兎之山字上ノ
向甲３２２番地 西 村 孝 志 施設入所支援 障害者支援施設西条

福祉園
西条市丹原町高松甲
１８８７番地２ ４０ 平成２２年

４月１日

３８１０６００１５９ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地
５ 山 内 一 胤 生活介護 指定障害者支援施設

東予希望の家
西条市三芳１８３９番地
５ ３０ 平成２２年

４月１日

３８１０６００１５９ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地
５ 山 内 一 胤 就労移行支援 指定障害者支援施設

東予希望の家
西条市三芳１８３９番地
５ ６ 平成２２年

４月１日

３８１０６００１５９ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地
５ 山 内 一 胤 施設入所支援 指定障害者支援施設

東予希望の家
西条市三芳１８３９番地
５ ４０ 平成２２年

４月１日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞 退 に 係 る 指 定 障 害 者 支 援 施 設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１０１００３８２ 社会福祉法人松山共生
会

松山市志津川町２０３番
地１ 中 野 治 雄

旧知的障害者
授産施設支援
（通所）

ポッポ苑 松山市志津川町２０３番
地１

平成２２年
３月３１日

３８１０１００４６５ 社会福祉法人親和園 松山市中野町甲５８９番
地 五 島 昌 明

旧知的障害者
更生施設支援
（入所）

久谷育成園 松山市中野町甲５８９番
地

平成２２年
３月３１日

３８１０６０００６８ 社会福祉法人いしづち
会

西条市兎之山字上ノ向
甲３２２番地 西 村 孝 志

旧知的障害者
授産施設支援
（入所）

西条福祉園 西条市兎之山字上ノ向
甲３２２番地

平成２２年
３月３１日

３８１０６００１５９ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地５ 山 内 一 胤
旧身体障害者
授産施設支援
（入所）

東予希望の家 西条市三芳１８３９番地５ 平成２２年
３月３１日

３８１０６００１５９ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地５ 山 内 一 胤
旧身体障害者
授産施設支援
（通所）

東予希望の家 西条市三芳１８３９番地５ 平成２２年
３月３１日

事業者番号
指 定 相 談 支 援 事 業 者 廃止に係る指定相談支援事業所

届 出
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１３０００２９ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町２０
０５番の１ 武 村 志 延 四国中央市障害児者相談

支援センター
四国中央市三島宮川４－
６－５５商工会館一階

平成２２年
３月３１日

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３７９
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愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第６２１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年５月２１日

愛媛県四国中央保健所長 廣 瀬 浩 美

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 井川 意高

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社三島工場

四国中央市三島紙屋町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号ロ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、第２７号イ、ヌ、第６３の３号、第６４の

２号ロ、第７１の２号イ及び第７１の４号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第４３３号）

別表第２第１号、第１５号イ

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、生活排水口が３箇所、雨水排水口が１４３箇所（今回１６箇所
新設する。）ある。

�������
�愛媛県告示第６２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市中村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市新居浜土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年５月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第６２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、上島町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第６２５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 楠地区 平成２２年３月２９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

〃 大 塚 晟 充 新居浜市滝の宮町６－１６

〃 白 岡 康 夫 新居浜市中村松木１丁目４－２２

〃 伊 藤 忠 新居浜市土橋１丁目１０－１３

〃 真 鍋 正 幸 新居浜市中村１丁目６－３６

〃 林 勇 夫 新居浜市本郷１丁目６－２９

〃 西 原 力 新居浜市本郷１丁目８－４１

監 事 青 野 幸 永 新居浜市滝の宮町１１－１４

〃 神 野 晄 一 新居浜市本郷２丁目６－８

〃 大 澤 眞 一 新居浜市土橋１丁目８－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 新居浜市横水町１３－１７

〃 大 塚 晟 充 新居浜市滝の宮町６－１６

〃 坂 上 保 新居浜市中村松木２丁目９－５０

〃 伊 藤 忠 新居浜市土橋１丁目１０－１３

〃 林 正 治 新居浜市中村１丁目１－２８

〃 神 野 晄 一 新居浜市本郷２丁目６－８

〃 西 原 力 新居浜市本郷１丁目８－４１

監 事 真 鍋 正 幸 新居浜市中村１丁目６－３６

〃 青 野 幸 永 新居浜市滝の宮町１１－１４

〃 北 條 敏 之 新居浜市中村松木１丁目１１－２４

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 岩城池の谷地区 平成２１年１２月２５日

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３８０
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�愛媛県告示第６２６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１３１６５号 平成１７年
８月２９日 渡部造園 渡部 秀樹 今治市菊間町種３８８８－１ 平成２２年

４月２日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１８）第５０４号 平成１９年
１月１２日 大明建設� 渡辺 春正 西条市飯岡４００２ 平成２２年

４月５日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第３４３７号 平成１７年
８月２４日 �矢野製作所 矢野 秀夫 新居浜市上泉町１８－２３ 平成２２年

４月６日
建築工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１６２６６号 平成２０年
３月２４日 �栄進工業 井下 巧 新居浜市清水町１２－６９ 平成２２年

４月６日 管工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１０３７号 平成１９年
６月２７日 向洋建設� 清水 幸男 今治市唐子台東１－１２－

９
平成２２年
４月１３日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１０８５８号 平成１７年
６月１７日 �鴻上産業鐵工所 鴻上 英治 新居浜市船木２３５４－１ 平成２２年

４月１９日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１３５０９号 平成１８年
８月２８日 �稲井設備工業 佐伯継一郎 西条市大新田１９５－１ 平成２２年

４月２０日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、水道施設工事業
消防施設工事業

建設業の廃止

（般・特－２１）第１５６６７号 平成２１年
１２月２日 住鉱テクノリサーチ� 渡辺 勝明 新居浜市磯浦町１７－２ 平成２２年

４月２３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２１）第２５２３号 平成２１年
１２月２８日 �山内工務店 山内 長則 四国中央市土居町入野１９

７－２３
平成２２年
４月２６日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１９）第２２７号 平成１９年
４月７日 �神野組 神野 裕之 今治市宮窪町余所国５４９

－１２
平成２２年
４月２７日

建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－１８）第７２８号 平成１９年
３月３１日 �石村組 石村 光雄 四国中央市川之江町２０６８ 平成２２年

４月３０日
土木工事業、建築工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１６）第２９７４号 平成１７年
３月２２日 池田水道工業� 池田 亮太 松山市桑原７－６－３２ 平成２２年

３月１９日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第９４８１号 平成１９年
６月２６日 清水電気商会 清水伊佐雄 松山市才之原甲１８６－５ 平成２２年

４月８日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１７）第９８０３号 平成１７年
５月２２日 酒井板金加工所 酒井千鶴子 松山市久万ノ台甲６３５－

６
平成２２年
４月８日 板金工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５４８１号 平成１７年
８月３１日 �キクノ 菊野 齊敏 松山市大手町１－８－８ 平成２２年

４月１３日

建築工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般・特－２０）第１６４０号 平成２０年
１１月２６日 マルミ通信機器� 島田 保廣 松山市南吉田町１５１０－１ 平成２２年

４月１４日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１２３４３号 平成１８年
８月２４日 �イマジン 越智 慎泰 松山市樽味４－８－７ 平成２２年

４月１５日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３８１
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教育委員会公告

�������
�愛媛県告示第６３０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年５月２１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年４月２８日

３ 指定道路の位置

大洲市田口字ミムラヤマ甲２５４４番１の一部、甲２５４５番１の一部、

甲２５４５番３の一部、甲２５４８番１の一部、乙４９８番１の一部、乙４９８

番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １１．３０メートル ８．３２メートル ２４．０６メートル

� 幅員 ４．５６メートル ５．０８メートル ５．００メートル

�公 告

平成２３年度愛媛県公立学校教員採用選考試験の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

平成２３年度愛媛県公立学校教員採用選考試験を次の要領で実施する。

平成２２年５月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 藤 岡 澄

１ 第１次選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小 学 校 教 員
平成２２年７月２１日�から

２４日�まで

松山市立道後中学校
（松山市上市一丁目３
番５７号）
松山市立城西中学校
（松山市竹原三丁目１９
番３５号）

中 学 校 教 員

（各教科）

平成２２年７月２１日�から

２４日�まで

松山市立城西中学校
（松山市竹原三丁目１９
番３５号）

高 等 学 校 教 員

（各教科〔科目〕） 平成２２年７月２１日�から

２４日�まで

松山北高等学校
（松山市文京町４番地
１）

特別支援学校教員

養 護 教 員 平成２２年７月２１日�から

２３日�まで

松山北高等学校
（松山市文京町４番地
１）

栄 養 教 員

注１ 区分間の併願は、認めない。

２ 場所等を変更することがある。

２ 第２次選考試験

第２次選考試験の詳細は、第１次選考試験に合格した者に通知

�愛媛県告示第６２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字宮ノ下甲７８８番４地先から

同字甲７９０番地先まで
平成２２年５月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見三間宇和島線
宇和島市三間町迫目３２９番１２から

同町迫目３２９番１１まで
平成２２年５月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見三間宇和島線
宇和島市三間町迫目３２９番１２から

同町迫目３２９番１１まで

旧 ８．５～１５．０ ０．０５３

新 １２．８～１５．０ ０．０５３

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号

３８２



公安委員会規則

する。

３ 受験申込受付期間

平成２２年５月２４日（月）から６月１６日（水）まで（郵送による

場合は、同日までの消印のあるものは受け付ける。）

４ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 試験の区分に相当する教員普通免許状を有する者又は平成２３

年３月３１日までにこの免許状を取得する見込みの者で大学等で

証明が得られるもの

� 昭和４６年４月２日以降に出生した者

なお、他の都道府県で学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

２条第２項に規定する国立学校又は公立学校の教員として勤務

している者（期限付任用又は臨時的任用である者を除く。）及

び栄養教員の志願者で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律（昭和３３年法律第１１６号）第２条第

１項に規定する義務教育諸学校の学校栄養職員として本県で勤

務しているもの（期限付任用又は臨時的任用である者を除く。）

については、年齢を制限しない。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法第９条各号のいずれにも該当しない者

５ 受験申込手続及び試験方法

平成２３年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下

「志願要項」という。）を参照すること。

６ 志願要項及び出願関係用紙の入手方法

愛媛県のホームページからダウンロードし、印刷すること。

なお、上記によることができない場合には、封筒の表に「教員

採用選考試験志願要項請求」と朱書し、１４０円切手をはった、あ

て先明記の返信用封筒（角形２号）を同封して郵送にて下記まで

請求すること。

＜請求先＞

志 願 種 別 あ て 先

小 学 校 教 員 志 願 者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２中 学 校 教 員 志 願 者

高等学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２―２９５２特別支援学校教員志願者

養 護 教 員 志 願 者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２栄 養 教 員 志 願 者

�愛媛県公安委員会規則第５号
認知機能検査員審査の実施に関する規則を次のように定める。

平成２２年５月２１日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

認知機能検査員審査の実施に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条の２第１項第３号イ又は第１０１条の４第２項の規定に基づく認知機能検査（以

下「認知機能検査」という。）の実施に必要な技能及び知識に関する審査（以下「認知機能検査員審査」という。）の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（認知機能検査員審査の基準）

第２条 認知機能検査員審査は、当該審査を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを書面で確認する方法に

より行うものとする。

� 認知症の専門医

� 警察庁が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

� 自動車安全運転センターが実施する高齢者講習指導員課程を終了した者（平成２２年４月１日以降に終了した者に限る。）

（認知機能検査員審査の申請）

第３条 認知機能検査員審査を受けようとする者は、認知機能検査員審査申請書（様式第１号）に前条各号のいずれかに該当する者であるこ

とを証する書面の写しを添付の上、公安委員会に提出しなければならない。

（合格証の交付）

第４条 公安委員会は、認知機能検査員審査に合格した者に対し、合格証（様式第２号）を交付するものとする。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査員審査の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第３条関係）

認知機能検査員審査申請書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住所

氏名

年 月 日生

認知機能検査員審査を申請します。

審査内容

１ 認知症の専門医

２ 警察庁が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及
び知識に関する講習を終了した者

３ 自動車安全運転センターが実施する高齢者講習指導員
課程を終了した者（平成２２年４月１日以降に終了した者
に限る。）

備 考

注 審査内容欄は、該当する番号を○で囲むこと。
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様式第２号（第４条関係）

合 格 証

住所

氏名

年 月 日生

あなたは、認知機能検査員審査に合格したことを証明します。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �
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公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会規則第６号
認知機能検査員講習の実施に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年５月２１日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

認知機能検査員講習の実施に関する規則の一部を改正する規則

認知機能検査員講習の実施に関する規則（平成２１年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（認知機能検査員講習の項目等）

第３条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のと

おりとする。

（認知機能検査員講習の項目等）

第３条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のと

おりとする。ただし、自動車安全運転センター等において、次の

表に掲げる項目と同等のものについて受講した者に対しては、当

該項目を除くものとする。

項目 内容 時間 項目 内容 時間

省略 省略

（認知機能検査員講習の受講申請）

第４条 認知機能検査員講習を受講しようとする者は、公安委員会

に申請しなければならない。

（認知機能検査員講習の受講申請）

第４条 認知機能検査員講習を受講しようとする者は、公安委員会

に申請しなければならない。この場合において、前条ただし書に

規定する者は、同条ただし書に規定する項目について受講した旨

を証する書面の写しを提出するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第３号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年５月２１日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

運転免許に係る講習等に関

する規則（平成６年国家公

安委員会規則第４号）

１ 第４条第２項第２号の規定に

よる認知機能検査の実施に必要

な技能及び知識に関する審査又

は講習の実施

運転免許に係る講習等に関

する規則（平成６年国家公

安委員会規則第４号）

１ 第４条第２項第２号の規定に

よる認知機能検査の実施に必要

な技能及び知識に関する

講習の実施

省略 省略

認知機能検査の実施に関す

る規則（平成２１年愛媛県公

安委員会規則第７号）

省略 認知機能検査の実施に関す

る規則（平成２１年愛媛県公

安委員会規則第７号）

省略

愛 媛 県 報平成２２年５月２１日 第２１６８号
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選挙管理委員会告示

��������������

認知機能検査員審査の実施

に関する規則（平成２２年愛

媛県公安委員会規則第５

号）

１ 第３条の規定による認知機能

検査員審査申請書の受理

２ 第４条の規定による合格証の

交付

省略 省略

� 省略 � 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

岡平知子を応援する会 岡 平 知 子 大 政 文 子 今治市山方町一丁目１３９８―３ 参議院議員 平成２２年４月１９日

２ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の候補者
の 氏 名 公職の種類 届出年月日 備 考

代 表 者 会計責任者

岡平知子を応援する会 岡平 知子 大政 文子 今治市山方町一丁目１３９８―
３ 岡平 知子 参議院議員 平成２２年４月１９日

３ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

民主党愛媛県参議院選挙区第２総支
部 岡 平 知 子 大 政 文 子 今治市山方町一丁目１３９８―３ 参議院議員 平成２２年４月３０日

一以上の市
町村等の区
域を単位と
して設けら
れる支部

４ 国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

西村まさみ愛媛県後援会 山 本 胸三郎 玉乃井 勉 松山市柳井町二丁目６―２ 平成２２年４月１９日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

井上和浩後援会 代 表 者 浅 野 浩 二 菅 章 平成２２年４月１日

会 計 責 任 者 袋 瀬 司 朗 菅 章

自由民主党愛媛県白鳳支
部 会 計 責 任 者 野 地 高 弘 米 田 学 平成２２年４月２日 政党の支部
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第２５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第２６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、藤岡みどりを推薦する会

から訂正の報告があったので、同法第２０条第１項の規定に基づき、政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成２１年９月愛媛県選挙管理委員

会告示第４９号）別記の一部を次のとおり訂正する。

平成２２年５月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成２０年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 藤岡みどりを推薦する会

報告年月日 Ｈ２１．２．４

１ 収 入 総 額 ８，２６０円

前年繰越額 ８，２５３円

本年収入額 ７円

全国社会保険推進連盟愛
媛県支部 会 計 責 任 者 淵 川 三十四 山 内 久仁男 平成２２年４月１２日

自由民主党愛媛県防衛協
賛支部 代 表 者 濱 田 茂登吉 寺 岡 陸 雄 平成２２年４月２３日 政党の支部

高 橋 英 吾 後 援 会 高 橋 英 吾 平成２２年３月１５日

井 原 美 智 子 後 援 会 酒 井 稔 平成２２年３月３１日

小 路 貴 之 後 援 会 森 真 一 平成２２年３月３１日

三 宮 て い 子 後 援 会 永 見 博 平成２２年３月３１日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

大 西 誠 後 援 会 湊 雅 之 平成２１年１２月３１日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

岡 平 知 子 参議院議員 岡平知子を応援する会 今治市山方町一丁目１３９８―３ 岡 平 知 子 平成２２年４月１９日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

備 考

高 橋 英 吾 八幡浜市長 高橋英吾後援会 八幡浜市１５５７―１ 高 橋 英 吾 平成２２年４月１５日
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雑 報

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容師法

（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき、第２２回理

容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実施する。

平成２２年５月２１日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 荒 賀 泰 太

１ 試験期日

� 理容師実技試験 平成２２年８月２日（月）

� 美容師実技試験 平成２２年７月２６日（月）から

� 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成２２年９月５日（日）

２ 試験地

愛媛県

３ 試験会場

� 理容師実技試験

松山市一番町一丁目１番１号

専門学校 国際トータルビューティカレッジ

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県美容専門学校

� 筆記試験

松山市文京町４－２

学校法人 松山大学（７号館）

４ 受験願書の配布場所

� 理容師美容師養成学校

� 松山市本町七丁目２番地 愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター 四国ブロック事務

所

５ 受験願書の提出先

郵送受付のみ：申請書類一式を書留郵便で送付すること

［送付先］

〒１３５－８５０７ 東京都江東区有明三丁目７番地２６

有明フロンティアビルＢ棟９階

財団法人理容師美容師試験研修センター

６ 受験願書の受付期間

平成２２年５月６日（木）から平成２２年５月２７日（木）まで（５

月２７日の消印有効）

７ 詳細についての問い合わせ先

〒７９０－０８１１ 松山市本町七丁目２番地 愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター 四国ブロック事務所

電話 ０８９－９２４－０８０４

ＦＡＸ ０８９－９８９－１３３３

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 ８，２６０円

４ 本年収入の内訳

その他の収入 ７円

１件１０万円未満のもの ７円

（訂正前）

政治団体の名称 藤岡みどりを推薦する会

報告年月日 Ｈ２１．２．４

１ 収 入 総 額 ８，２５３円

前年繰越額 ８，２５３円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 ８，２５３円

平成２２年５月２１日 発行
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